
広島労働局職員（共通）【係長級（一般職相当）】 

採 用 試 験 案 内 
広島労働局は、「働く」ということに関連する様々な行政分野を、総合的・一元的に運営しながら、地域に密着した行政を担う厚

生労働省の地方機関になります。 

仕事を探している方、働いている方、事業を行っている方などと広く接し、様々な相談に対応したり、課題の解決に取り組んでい

ます。詳しくは、パンフレット『労働局職員採用案内２０２５』をご確認ください。 

広島労働局等における労働行政に関する事務等の業務を担当する係長相当職員として、当該業務の実施に必要な能力等を

有する、民間企業等での業務の経験がある方を募集します。 

※ハローワークや労働局における働く人の職業の安定、働き方改革業務を中心としたキャリアパス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集要項を必ずご確認ください。 

１ 応募資格 

以下の①及び②の条件を満たす方  ※その他応募資格あり 

① 大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校を卒業した者及び採用日時点においてこれらと同等以上の学力を有す

ると認められる者で、卒業後の年数として、以下を満たす方。 

・ 大学を卒業した者 11年以上 

・ 短期大学及び高等専門学校を卒業した者 13年以上 

・ 高等学校を卒業した者 15年以上 

② 行政機関における一般行政事務等に関する経験や、民間企業において人事労務管理等に関する業務の経験を有する方。 

２ 採用方法 

選考による採用（第一次選考（書類選考）後、第二次選考（人物試験）を実施します。 

３ 試験日程 

応 募 期 限：令和 ８年 １月 ７日（水）※応募者多数の場合は、予告なく期限前に募集終了することがあります。 

：令和 ８年 １月１９日（月）予定 

人 物 試 験：令和 ８年 １月２２日（木）※詳細な日時及び場所等は、第一次選考通過者あて通知します。 

合 格 者 発 表：令和 ８年 １月２６日（月）予定  

３ 勤務地 

広島労働局総務部、職業安定部、雇用環境・均等室、及び広島県内の公共職業安定所等 

なお、採用（異動）により転居が必要な場合があります。 

４ 募集人員 

4名 ※定員状況によって変更になることがあります。 

５ 採用日 

令和８年４月１日を予定しています。 

お問い合わせ先  広島労働局総務部総務課人事係 

℡０８２－２２１－９２４１ （平日：8:30～17:15） 

https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/002246834.pdf
https://cms-jsite.mhlw.go.jp/alaya/public_service?CONTENT_TYPE=application&CONTENT_SUB_TYPE=pdf&FILE=c26c685c30b29b060f53f8b4ca6934791ef672d1238c5489c2edbcb62432f395

